
日本雪氷学会北海道支部規細   

井1乗 車支那は日本雪氷学食北海道支部と称し、事務所を札幌忙おく。  

算2 東 本支部は8本雪氷学会定款第l集の目的を達成ナる為忙下記の手業を行う。  

1．雪氷かょび寒冷忙関ナる調査及び研究。  

乱 雪氷封よ拶寒冷紀聞ず品柄梵染、講商会、座談会、見学会⑳開催傲  

さ．その他本支部の目的達成慣必要な事業。  

暮3 集 本支部の金員は北麓適地方在住の日本雪氷学会正金Å、団体金員、賛助会員少よび名誉会員と  

する。  

第 4乗 車支部忙次の役且モーく。  

東部最  玉 名  

支那理事 若干名（内支軸方理事若干名を含む）  

東棟査  2 名  

支邸幹事 若干名（内僻事長1名）  

第5 粂 支部長、文節理事お上び支部監査は支部緒会忙おいて支部会員の中から選任ナる。  

第6 条 文部幹事く絆せ長を含む）は支部会長のうちから支部長が委嘱する。  
第 7 条 文部長は本支部を代表しその会務を総理する。  

蕗巷条 豪邸理事睦、東部狸手金を組敬し重義詮事項塗敵意する徴 

支部理事会の議長は支部長とする。  

第 9 粂 支部監査欄支部の会計竜監適する。  

第lO条 支部幹事は支部幹事会履組牧し、支那長の指示を受けて、会務並び忙会計を処理する。  

算11集 後見の任舶1ケ年とする。ただし再任を妨げない。  

雛l壬集 本文髄に脚t■くことがで書る。  

第13条 顧問吐必要忙応じて本支部の指導にあたる。顧問は理事会の議決を経て支部長がこれを委嘱す  

盈や  

算1中条 本支部は毎年1国定船台を開く外必辛に応じ臨時総会を開く。  

第1与集 櫛会忙おいては下配車項の承認塵受けなけれはならない。  

l．鎧総並詳拓哉計◎報告  

2．新年度の事業方針  

3．役員の決定  

●．規約¢責更  

諷 密◎飽垂凛亀尊顔  

薫16集 本文帝の経費は下記の収入忙よってこれをtかなう。  

軋：封辞蕊劾診究紺金  

急．寄際会そ㊥地  

震l一条 本支部の事業年度は毎年4月よ♪豊年3月tでとする。  

相 即 本規約は昭和34年5月18日エ♪施行ナる。  

昭和S3年6月8日改正   




